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工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続の取扱いについて

「国有林野事業特別会計に係る入札・契約手続等の改善に関する具体的対応について」
（平成６年６月23日付け６林野管第108号林野庁長官通知）が平成25年３月31日をもって
廃止され、平成25年４月１日以降の工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理の
手続については、「工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続について」（平
成13年４月27日付け13経第173号大臣官房経理課長通知）に基づくこととされたが、当該
通知の国有林野事業における取扱いを下記のとおり定めたので、適切に実施されたい。
なお、貴管下関係機関に対しては、貴職から通知されたい。

記

１ 「工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続について」（平成13年４
月27日付け13経第173号大臣官房経理課長通知。以下「苦情処理手続通知」という。）
の記中の「部局長」については、林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、
森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治
山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が該当するものとする。

２ 苦情処理手続通知の記中の「部局」については、林野庁、森林技術総合研修所、森
林管理局、森林管理署、森林管理署支署、森林管理事務所、治山センター所及び総合
治山事業所（以下「森林管理局等」という。）が該当するものとする。

３ 苦情処理手続通知の記の第４に定める苦情受付窓口の設置等については、以下を標
準例として、森林管理局等の実情に応じ、森林管理局長等が適切に定めるものとする。
ア 苦情、再苦情の受付窓口は、契約事務を担当する部署（例えば、森林管理局に
おいては経理課、森林管理署においては総務グループ）に設置する。

イ 苦情の処理に当たる職員は、工事又は測量・建設コンサルタント等業務を担当
する部署（例えば、森林管理局における治山事業に係る調査業務であれば治山課、
森林管理署における林道工事であれば業務グループ）に属する職員とする。
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